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公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
収
益
の
使
途
の
制
限
に
関
す
る
質
問
主
意
書

近
年
い
わ
ゆ
る
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
」
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
社
会
的
な
注
目
が
集
ま
っ
て
お
り
、
政
府
に
お
い
て
も

昨
年
来
二
度
に
わ
た
っ
て
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
関
係
閣
僚
会
議
」
が
開
催
さ
れ
、
現
在
関
係
省
庁
に
お
い
て
は

同
会
議
の
議
論
を
踏
ま
え
た
政
府
と
し
て
実
行
可
能
な
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
認
識
し
て

い
る
。

他
方
同
会
議
の
議
論
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
運
営
主
体
は
収
益
を
上
げ
る
の
み
で
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存

症
対
策
に
ほ
と
ん
ど
取
り
組
ん
で
こ
な
か
っ
た
無
責
任
な
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
抜
本
的
に
改
善

す
る
た
め
に
は
今
後
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
運
営
主
体
自
身
が
責
任
を
持
っ
て
そ
の
売
上
の
中
か
ら
資
金
を
拠
出
し
、
ギ
ャ
ン
ブ

ル
等
依
存
症
対
策
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
売
上
か

ら
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
費
を
拠
出
す
る
こ
と
が
制
度
的
に
可
能
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
本
質
問
主
意
書
に

お
い
て
関
係
条
文
に
関
す
る
政
府
解
釈
を
以
下
確
認
す
る
。

�

競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
十
三
日
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
二
十
三
条
の
九
で
は
「
都
道
府
県
は
、
そ
の
行
う
競
馬

の
収
益
を
も
つ
て
、
畜
産
の
振
興
、
社
会
福
祉
の
増
進
、
医
療
の
普
及
、
教
育
文
化
の
発
展
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
及
び
災
害

一



の
復
旧
の
た
め
の
施
策
を
行
う
の
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る

が
、
都
道
府
県
が
競
馬
の
収
益
の
一
部
を
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
は
、
本
条
の

趣
旨
に
照
ら
し
て
適
当
か
。

�

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
八
月
一
日
法
律
第
二
百
九
号
）
第
二
十
二
条
で
は
「
競
輪
施
行
者
は
、
そ
の
行
う
競
輪

の
収
益
を
も
つ
て
、
自
転
車
そ
の
他
の
機
械
の
改
良
及
び
機
械
工
業
の
合
理
化
並
び
に
社
会
福
祉
の
増
進
、
医
療
の
普
及
、

教
育
文
化
の
発
展
、
体
育
の
振
興
そ
の
他
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
の
施
策
を
行
う
の
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充

て
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
競
輪
施
行
者
が
競
輪
の
収
益
の
一
部
を
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存

症
対
策
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
は
、
本
条
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
適
当
か
。

�

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
（
昭
和
二
十
六
年
六
月
十
八
日
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
三
十
一
条
で
は
「
施
行
者
は
、
そ

の
行
う
競
走
の
収
益
を
も
つ
て
、
社
会
福
祉
の
増
進
、
医
療
の
普
及
、
教
育
文
化
の
発
展
、
体
育
の
振
興
そ
の
他
住
民
の
福

祉
の
増
進
を
図
る
た
め
の
施
策
を
行
う
の
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
」
と
定
め
ら
れ
て

い
る
が
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
施
行
者
が
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
の
収
益
の
一
部
を
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
に
必
要

な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
は
、
本
条
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
適
当
か
。

二



�

小
型
自
動
車
競
走
法
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
二
十
七
日
法
律
第
二
百
八
号
）
第
二
十
六
条
で
は
「
小
型
自
動
車
競
走
施
行

者
は
、
そ
の
行
う
小
型
自
動
車
競
走
の
収
益
を
も
つ
て
、
小
型
自
動
車
そ
の
他
の
機
械
の
改
良
及
び
機
械
工
業
の
合
理
化
並

び
に
社
会
福
祉
の
増
進
、
医
療
の
普
及
、
教
育
文
化
の
発
展
、
体
育
の
振
興
そ
の
他
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
の
施

策
を
行
う
の
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
小
型
自
動
車
競
走

施
行
者
が
小
型
自
動
車
競
走
の
収
益
の
一
部
を
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
は
、
本

条
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
適
当
か
。

政
府
の
見
解
は
如
何
か
。

右
質
問
す
る
。

三


